
人とつながり，自分らしさを見つけて，自立にむかう 

第３章 基本的な考え方 

１ 基本理念 

本来，人は年齢に応じた経験を重ね，家庭における親子関係をはじめとした人間関係

を築き，社会に参加し，そして自立していくものですが，不登校やひきこもり，若年無

業者（ニート）の子ども・若者は，これらの経験をかさねる機会を十分に生かせず，年

齢相応の社会経験を積む機会を失ったり，ひきこもり状態の長期化により社会から孤立

したりする状態にあります。そのため再び社会参加しようと思っても，同世代の大半が

既に次の課題に向き合っているところに合流し，一緒に進み始めることは容易なことで

はありません。彼らの社会参加を促すためには，育ち直しを支える丁寧なケアと家庭的・

社会的な支援が必要となります。 

以上の認識に立って，本市では，子ども・若者が遊び等を通じた豊かな社会的経験を

重ねるために既存の公共施設の有効利用を含む環境整備や，子ども・若者，親，そして

地域住民への情報発信を行い，不登校やひきこもりの状態にある子ども・若者が，人と

のつながりの中で，自分らしさを取り戻し，社会の中で自分の居場所を見つけ，自立に

向かって動き出せるように支援を行います。 

 

 

, 

 

 

 

 

 

２ 計画の体系 

基本理念の実現に向けて，国の子ども・若者ビジョンに沿うかたちで，３つの重点目

標をかかげ，施策の方向に基づく，事業の展開を推進していきます。 

なかでも，本計画では，「重点目標２ 困難を有する子ども・若者やその家族を支援す

る」を軸に，施策を展開していくこととしています。困難を有する子ども・若者の心の

ケアと支援を図っていくとともに，子ども・若者にとって個別的な課題を支援していき

ます。そのうえで困難を有する子ども・若者をできるだけ減らすために，子ども同士が

遊びを通じて学び合う場所や時間を確保できるよう事業展開を行い，居場所づくりを推

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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進していきます。また，学校園・地域との連携により，子ども・若者の育ちに対して，

寛容なまちづくりを目指します。 

なお，「重点目標１ 豊かな人間力を身につけるため，子ども・若者の育ちを支援する」

と「重点目標３ 子ども・若者を社会全体で支える，寛容なまちづくりを実現する」に

ついては『芦屋市教育振興基本計画』『芦屋市子ども・子育て支援事業計画』等と密接に

関連しており，両計画をはじめとしたその他の分野別計画とともに推進していくことと

します。 

【 計画の体系 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向】 

１ 

豊かな人間力を身に

つ け る た め ， 子 ど

も・若者の育ちを支

援する 

【基本理念】 

（１）社会的自立に向けた日常生活能力と学力の育成 

（２）情緒豊かな人間性を育む多様な体験機会の提供 

（１）困難を有する子ども・若者の包括的な支援 

（２）学校園・家庭・地域の連携による子ども・若者の

育成の支援 

 

２ 

困 難 を 有 す る 子 ど

も・若者やその家族

を支援する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

子ども・若者を社会

全体で支える，寛容

なまちづくりを実現

する 

人
と
つ
な
が
り
、
自
分
ら
し
さ
を
見
つ
け
て
、
自
立
に
む
か
う 

【重点目標】 

（１）社会参加と居場所の充実 

（２）子ども・若者にとって個別的な課題への支援 

①生活習慣形成のための家庭教育支援 
②「共生」の心を育む教育 
③考える力や創造性を伸ばす教育 

④食を通じた健康な身体の育成 
⑤情報モラル教育等の推進 

①個性豊かで幅広い「芦屋文化」とのふれあい 
②スポーツ活動の推進と遊び場の環境の改善 
 

①若者の就労支援の強化 
②継続的な支援体制の強化 

①いじめ防止の推進 
②ひきこもり及び不登校へのケアと支援 
③障がいのある子ども・若者への特別支援 
④経済的課題への支援 
⑤外国人等特に配慮が必要な子ども・若者の支援 

①社会参加の機会の拡大 
②気軽に集える居場所づくり 
 

①有害環境対策 
②街頭巡視活動の充実による非行の早期発見・防止 
③地域で支える仕組みづくりの充実 
④親として，地域の大人としての学びの場の提供 
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第４章 計画内容 

 

事業名に★印が付いている事業は，重点事業として「第５章 計画の推進に向けて」において指標管理していきます。 

 

重点目標１ 豊かな人間力を身につけるため，子ども・若者の育ちを支援する 
 

子ども・若者が成長するための基盤となる基本的な生活習慣や，基礎的な体力・学力

及び社会の変化の中で健全に成長する力を身に付け，「豊かな人間力」を育み，創造性と

エネルギーを地域社会で生かすことができるように支援します。 

 
（１）社会的自立に向けた日常生活能力と学力の育成 

成長過程にある子ども・若者が，基本的な生活習慣や規範意識を形成し，基礎学力と

体力を身に付け，命を大切にする心や思いやりの心を養えるように，家庭の果たす役割

の重要性を認識しつつ，家庭，学校，地域，関係機関が連携して支援します。 

 

■ 施策 

① 生活習慣形成のための家庭教育支援 

近年の都市化，核家族化，少子化，地域における地縁的なつながりの希薄化等を背景

として，子育てに関して悩む親が増えてきていることが指摘されています。このため，

家庭教育に関する支援の充実を図り，子育て中の親が悩みや不安感を解消し，家庭教育

に取り組むことができるようにします。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 
父親の子育てに対す
る積極的参加の促進 

男女共同参画推進課 

こども課 

保育課 

健康課 

学校教育課 

父親が地域の行事や家庭での育児に参加できるような集

会やイベントを企画し，あらゆる機会を通じ積極的に父

親の参加を促す。 

2 
家族の絆を深める体
験ができる場の提供 

こども課 
家族全員で参加することで家庭の大切さを考え，家族の
絆を深めることができるイベント等を実施する。 

3 ふれあい冒険ひろば こども課 

普段体験できないような野外での活動を通して親子で自

由にのびのびと遊び，ふれあう中で子育てへの意識の向

上を図る。 

4 子育て井戸端会議 こども課 子育ての悩みを気軽に話し合う場を提供する。 

5 子育て講演会，講座 
こども課 

児童センター 

子育てに関する講演会や講座を開催することで，子育て

について考え，向き合う気持ちを深める。 

★ 

★ 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

6 
子育てグループの育
成 

こども課 
地域の親子が楽しく交流が図れるよう，自主的な子育て
グループの育成を支援する。 

7 
親と子どもの健康教
育 

健康課 

「プレおや教室」「もぐもぐ離乳食教室」「幼児の食事と

おやつの教室」等の事業を実施し，離乳食等について楽

しく学ぶ機会を提供する。 

8 環境・食育講座 児童センター 
就学前の親子を対象に身近な題材をテーマに楽しく学
習する。 

9 ミニ講演会の開催 児童センター 
「子どもの人権」をテーマに，子育て，教育等について
講演会を行い，話し合いの場を提供する。 

10 
子育てに関する公民
館講座 

公民館 子育てについての講座を開催する。 

11 
教育問題講座及び講
演会 

公民館 教育に関する講座・講演会を開催する。 

 

 

② 「共生」の心を育む教育 

学校教育では，道徳教育をはじめ「いのち」を大切にする心，他人を思いやる心など

豊かな人間性を育み，人権尊重の理念に基づく「共生」の心を育む教育に取り組みます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

12 
なかよし交流キャン
プ 

学校教育課 
障がい児と健常児がともに共同生活を通して相互の理
解と援助を体験的に学習するとともに，障がい児の自立
心を養う。 

13 防災教育推進事業 学校教育課 
生命の尊さや助け合いの大切さ，ボランティア活動の重
要性等，阪神・淡路大震災から得た教訓を語り継ぐ教育
に取り組む。 

14 人権教育の啓発 生涯学習課 人権教育啓発としてグッズ等を配布し，啓発する。 

15 人権擁護事業 人権推進課 人権擁護委員を選出し，人権相談窓口を設置する。 

16 人権啓発事業 人権推進課 人権を尊重する意識の普及，啓発をする。 

17 平和施策 人権推進課 
平和の大切さを訴える各種事業を行い，平和を守る意識
の普及，啓発に努めます。 

18 隣保館事業 
上 宮 川 文 化 セ ン タ ー 
隣保館 

福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれ
たコミュニティセンターとして運営する。 
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③ 考える力や創造性を伸ばす教育 

「豊かな人間力」という理念を行政・学校園・家庭・地域が共有し，目標を持ち，連

携することによって，課題解決に向けて自ら考える創造性豊かな子どもを育てます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

19 
学力向上パワーアッ
ププラン・学力向上
研究支援プラン 

学校教育課 
学校が自校の学力向上に係る課題を設定し，課題解決を図
るための指導に係る研究を実施する。研究支援プランの研
究指定校については，その取組と成果を広く発信する。 

20 チューターの配置 学校教育課 
算数，数学の学習指導員（チューター）を小中学校に配置
し，個々に応じたきめ細かな指導を行うことにより，児童
生徒の学力差の解消を目指す。 

21 理科推進員の配置 学校教育課 
理科推進員を小学校に配置し，観察・実験活動等における
教員の支援を行うことにより，理科授業の充実，活性化を
図る。 

22 
子ども読書の街づく
り推進事業（ブック
ワーム芦屋っ子） 

学校教育課 

読書の好きな子どもを育てるために「子ども読書街づくり
推進委員会」を設置し，学校図書館の整備，親子読書週間，
家読運動，読書フォーラム，図書リスト４００選・読書ノ
ート作成などに取り組む。 

23 
国際理解教育推進事
業 

学校教育課 
外国語教育・外国人児童生徒への支援の充実を図るために，
小学校英語活動の推進，中学校ＡＬＴの配置，日本語指導
ボランティアの配置を行う。 

24 
地域の歴史・文化を
観察，調査する活動 

学校教育課 
小学校３・４年生が芦屋の昔からの行事や祭り，市の移り
変わり等を体験的に学習する。 

25 
地域の指導者の活用
等による指導体制の
充実 

学校教育課 
地域における様々な指導者を活用した教育活動を実施し，
地域ぐるみで教育活動を推進する。 

26 環境教育推進事業 学校教育課 
小学３年生全員を対象に里山・田や畑・川や海岸において
環境体験活動を実施する。 

27 自然学校事業 学校教育課 
小学５年生全員が家庭を離れ，４泊５日の野外活動宿泊を
行う。 

28 
トライやる・ウィー
ク 

学校教育課 
地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地域のボランティ
アの協力を得て，公立中学校２年生全員が職場体験活動，
文化活動，ボランティア活動等の様々な体験活動を行う。 

29 
学校職員等の人材育
成と資質の向上 

学校教育課 

打出教育文化センター 

指導者の資質や指導力の向上を図るため，教職員の研修の
充実を図る。 

30 学校間交流 学校教育課 
行事を通しての児童生徒間の交流や研修等を通しての教職
員の交流を深める。 

 

 

 

 

 

★ 

★ 
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④ 食を通じた健康な身体の育成 

幼少期から，健康的に生きるよう自覚を持つ子どもを育てるとともに，家庭と連携し

た食育や健康教育を推進します。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

31 
学校における食育の
実施 

学校教育課 学校において食育に関する教育活動を実施する。 

32 学校の給食の充実 学校教育課 
良好な子どもの食生活を確保するため，栄養バランスの
とれた学校給食を提供する。 

33 
学校の食に関する指
導者の充実 

学校教育課 
各学校に配置されている栄養職員を対象に，定期的な研
修や情報支援の機会を確保し，給食の質の向上と食育指
導の充実を図る。 

34 
学校における健康診
断 

学校教育課 
学童期，思春期における子どもの健康の保持増進と疾病
の早期発見，早期治療のために，学校において健康診断
を継続実施する。 

35 栄養相談 健康課 
栄養指導を希望される方に，管理栄養士が相談に応じて
います。 

36 
Good バランスアップ
教室 

健康課 
健康を維持する栄養必要量について，実際の食事で実践
できるよう支援する。 

 

 

⑤ 情報モラル教育等の推進 

子どもたちが情報社会を主体的に生きる「情報活用能力」や「情報モラル」を適切に

身に付けるための指導を充実させます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

37 情報活用能力の育成 
学校教育課 
打出教育文化センター 

必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し，
受け手の状況などを踏まえて発信・伝達ができる力を育
成する。 

38 情報モラルの育成 
学校教育課 
打出教育文化センター 

情報発信による影響や情報の危険性，情報モラルの必要
性や情報に対する責任などについて考えさせるととも
に，約束やきまりを守りながら情報社会に参画しようと
する態度を身につけさせる。 

39 
ネット社会における
情報の正しい理解と
判断の育成 

児童センター 
打出教育文化センター 
青少年愛護センター 
公民館 

携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利用や，発信
される情報の適正な判断能力を養うための情報教育を
行う。 

40 情報教育の推進 
打出教育文化センター 
学校教育課 

学校のコンピュータやネットワークを整備し，児童・生
徒・教員の情報機器活用能力の育成を図る。 

★ 

★ 

★ 
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（２）情緒豊かな人間性を育む多様な体験機会の提供 

子ども・若者が，異世代との交流，文化芸術やスポーツなどの体験学習，社会参画等

を通じて豊かな人間性と社会性を持った大人へと成長するとともに，創造性やエネルギ

ーを生かすことができるように支援します。 

 

■ 施策 

① 個性豊かで幅広い「芦屋文化」とのふれあい 

国際文化住宅都市として発展してきた芦屋の歴史，風土，文化は，今日まで受け継が

れ，都市空間全体にわたって独自の「芦屋文化」ともいうべき文化風土を形成していま

す。子ども・若者の豊かな感性，共感する心，他者をいたわる心，想像力などを育む上

で，広く文化に触れることにより，多様な価値観を尊重できる人格の形成が行われるよ

う，芦屋市文化振興基本計画をはじめとした関係計画等に基づき事業を推進していきま

す。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

41 文化体育振興事業 学校教育課 
自由研究，教育活動展・中学校総合文化祭・造形教育展
の開催，総合体育大会の開催運営等を行う。 

42 
文化に関する体験学
習等の充実 

学校教育課 

学校への芸術家等派遣事業を実施する。 
本物の舞台芸術体験事業を実施する。 
学校と文化施設，芸術家等や文化団体と連携した教育を
推進する。 
子どもの文化活動を支援する人材（ボランティア）リス
トを作成する。 

43 
青少年の鑑賞機会の
提供 

生涯学習課 
市民センター 
公民館 
図書館 

市の文化施設での子どもたちを対象とした鑑賞事業を
実施する。 
市立図書館での絵本展示等を実施する。 
市立美術博物館での人形劇を実施する。 

44 
青少年の文化活動の
体験機会の提供 

生涯学習課 
市民センター 
公民館 
図書館 

市立図書館での子どもや親子を対象とした読書に親し
むための事業を実施する。 
市立美術博物館での文化を体験する機会の提供や体験
型ワークショップを実施する。 

 

★ 
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② スポーツ活動の推進と遊び場の環境の改善 

スポーツ活動は，現在の芦屋の子どもたちの体力について，数値的に全国平均を下回

る結果がでていることからも教育推進の柱にすべき最重要事項です。また，運動は，競

技，健康，体力づくりのほか，仲間同士のふれあいや交流を通して，明るい地域を形成

するためにも大きな役割を果たします。いつでもどこでもだれでも気軽にスポーツやレ

クリエーションを楽しむことができる環境づくりを芦屋市スポーツ推進実施計画に基

づき事業を推進していきます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

45 
施設の有効活用と利
用促進 

スポーツ推進課 
公園緑地課 
教育委員会管理課 

施設整備と学校施設の有効活用  
総合公園の利用促進と必要な整備促進  
キャナルパークの有効活用と環境整備  
ウォーキングコースの開発と環境整備 

46 
クラブ・プログラ
ム・イベントの活性
化 

スポーツ推進課 

スポーツクラブ２１の育成  
ライフステージに応じたプログラムの開発と提供  
スポーツ実施機会の向上  
スポーツ交流による多文化共生の実現  
市民スポーツ団体や指導者をつなぐネットワークづく
り  
公共施設利用のネットワーク化  
スポーツＮＰＯの育成 

47 
指導者・ボランティ
ア・選手・愛好者の
養成及び確保 

スポーツ推進課 
学校教育課 

クラブマネージャーや指導者の発掘及びスポーツボラ
ンティアの育成  
関係機関や団体との連携による競技力の向上  
総合的なカリキュラムの作成  
学校部活動の外部指導者制度の充実，合同部活動の導入 

48 学校体育振興事業 学校教育課 
スポーツテストの実施 
体力向上に向けた指導に係る実践研究の推進 

49 放課後児童体験事業 
生涯学習課 
青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保するため，
各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・健康で明るく
楽しい遊びができる場を提供する。 

 

★ 

★ 

★ 
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重点目標２ 困難を有する子ども・若者やその家族を支援する 
 

ひきこもり，いじめ，不登校，非行，暴力行為等の課題に対応する多様な機関の連携

による総合的相談・支援体制を整備するとともに，豊かな資質と可能性を秘めた子ども・

若者の社会的・経済的自立を支援する環境を整えます。 

 
（１）困難を有する子ども・若者の包括的な支援 

子ども・若者が，勤労観･職業観を形成し，社会的・経済的自立に必要な能力を身に付

けるためのキャリア教育を充実させるとともに，企業等とも連携・協力し，きめ細かい

職業相談等の支援を行います。 

また，ひきこもり等社会生活を円滑に営む上での困難を抱える子ども・若者が，社会

とのつながりを回復し，自立に向けて動き始めることができるよう，関係機関や NPO

など民間団体との連携・協力を推進して支援します。 

 

■ 施策 

① 若者の就労支援の強化 

困難を有する子ども・若者やその家族に対して専門的な相談，各種プログラム，職業

体験，ネットワークを活用した多様な支援を行う，地域若者サポートステーションとの

連携を推進し，働くことに困難を有する若者への就労を支援します。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

50 労働相談窓口の紹介 経済課 
労働問題全般に関する相談窓口を紹介し，情報提供や支援
を行う。 

51 チャレンジ相談 男女共同参画推進課 
再就業や地域活動にチャレンジする女性に対し，専門相談
員が助言などを行う面接相談を実施する。 

52 
就労支援パソコン講
座 

男女共同参画推進課 
経済課 

就労のためのスキルアップとしてのパソコン講座を実施
する。 

53 
被保護者就労支援事
業 

生活援護課 
生活保護・住宅手当の支援を受けている人，特に稼働年齢
層に力を入れて就労に向けて，ハローワークと連携を図り
自立を促進する。 

54 
自立支援プログラム
策定事業 

こども課 
自立のための就労支援としてハローワークと連携し，情報
の提供等を行う。 
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② 継続的な支援体制の強化 

困難を有する子ども・若者やその家族に対し，自立に向けて支援する体制を整えてい

きます。はじめの一歩を踏み出せるよう若者相談センター「アサガオ」を通じて，個別

支援の方法を探ります。また，仲間同士の支えあいや交流を大切にし，地域の多様な協

力者が，子ども・若者の声を聞き，支援していけるような体制づくりを推進していきま

す。 

中高生は，今後の進路や就職について，悩んだり，心配したりしていることから，卒

業後への支援を充実していくことが望まれています。小・中・高・特別支援学校などの

異校種間連携を図ります。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

55 進路指導の推進事業 学校教育課 
進路担当者会，進路協議会を開催し，進路に係る情報提
供・交換を行うなど学校における進路指導を支援する。 

56 

幼稚園・保育所と小
学校，小学校と中学
校，中学校と高等学
校等との学校間の接
続強化 

学校教育課 
就学前から中学校卒業後までの一貫した支援体制の確
立を目指して，就学前における障がいの早期発見，早期
支援を行う。 

57 キャリア教育の充実 学校教育課 
児童生徒に就労観や職業観を養い，将来の職業や生き方
について自覚を促すために，小学校段階からキャリア教
育を推進する。 

58 
カウンセリングセン
ターの電話，面接相
談 

学校教育課 
保護者を対象に，不登校，無気力，非行，性の問題等の
子どもや親子関係等の悩みについて，電話，面接による
相談を実施する。 

59 
スクールカウンセラ
ー，保健室の活用 

学校教育課 
子どもが身近なところで気軽に相談できるように，スク
ールカウンセラーの配置，保健室の充実を図る。 

60 生徒指導連絡協議会 学校教育課 
青少年の問題行動の広域化，複雑化に対応するため，学
校関係者・関係機関が一同に会し，意見交換，情報交換
等を行う。 

61 
進路管理事業（進路
追跡調査） 

未 定 
中学を卒業した者を対象に中途退学者が抱える課題を
調査する。 

62 
若者相談センター
「アサガオ」の周知 

青少年育成課 
社会生活を円滑に営む上で，ひきこもり等の困難を有す
る若者の自立及び社会参加を支援する若者相談窓口と
して若者相談センター「アサガオ」の周知を行う。 

63 
若者相談センター
「アサガオ」の充実 

青少年育成課 
社会生活を円滑に営む上で，ひきこもり等の困難を有す
る若者の自立及び社会参加を支援するための若者相談
窓口を充実する。 

64 
地域における子ど
も・若者支援のネッ
トの構築 

青少年育成課 
若年無業者（ニート）やひきこもり等困難を有する若者
への支援を行うため，若者相談センター「アサガオ」を
拠点とした地域ネットワークづくりの推進を図る。 

65 若者支援の実態把握 青少年育成課 
ＮＰＯ及び市民・団体等が実施している若者支援の実態
把握をし，若者施策の推進に反映させる。 

★ 

★ 

★ 

★ 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

66 
青少年愛護センター
の相談 

青少年愛護センター 
青少年の問題全般について，電話，来所及び訪問による
相談活動を実施する。 

67 女性の悩み相談 男女共同参画推進課 
夫婦間や家族間に生じる問題，心の悩み等，女性の視点
から専門相談員が相談に応じる。 

68 家庭児童相談 こども課 
家庭児童相談員が家庭の養育についての悩みや心配ご
との相談に応じる。また子どもの虐待に関する相談・指
導等適切な対応を行う。 

69 福祉の総合相談窓口 福祉センター 
福祉に関する悩み全般を相談員が聞き，解決に向けた道
筋を作る。 

70 市民相談窓口 お困りです課 
日常生活に問題を抱えている市民に対し，問題解決の糸
口や情報提供等のアドバイスにより問題解決に向けて
の手助けをする。 

71 
関係機関と連携し，
就労支援のための情
報提供 

経済課 
ハローワーク等と連携を図り，就労に関する情報提供や
幅広い就労支援を行う。 

72 
福祉職員等の人材育
成と資質の向上 

人事課 
地域福祉課（トータ
ルサポート係） 
こども課 

どのような課題にも対応できるように職員の資質や対
応の向上を図るため研修の充実を図る。 

 

【 子ども・若者支援のネットワークの構築 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芦屋市内の支援機関 

支援機関 
 

要保護児童対策協議会 

青少年問題協議会 

医療 

雇用 

福祉 

保健 

更生保護 

教育 

兵庫県内の支援機関 

子
ど
も
・
若
者 

そ
の
家
族 

若
者
相
談
セ
ン
タ
ー 

「
ア
サ
ガ
オ
」 相談 

連携 

連携 

ひょうごユース 

ケアネット 

推進会議 

福祉 

矯生 

教育 

 

雇用 

ＮＰＯ 

福祉 

保健・医療 

矯正・更生保護 

雇用 相談 

研究 
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（２）子ども・若者にとって個別的な課題への支援 

家庭，学校，地域及び関係機関が一体となって，いじめや不登校対策の充実を図ると

ともに，子ども・若者一人一人の障がいの状態や発達段階・特性等に応じた指導の充実

を図ります。 

また，貧困による格差の広がりは，教育や進学の機会を狭めるだけでなく，子どもが

健やかに育つための環境にも大きな影響を及ぼします。子ども・若者が安心して自分ら

しく生きていけるよう，支援します。 

 

■ 施策 

① いじめ防止の推進 

いじめ問題への対応について，いじめ防止に向けて「子どもファースト」「子どもの

人権を守る」観点を基本とし，芦屋市いじめ防止基本方針に基づき，未然防止，早期発

見，早期対応，家庭・地域及び関係機関との連携を図っていきます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

73 
「芦屋市いじめ防止
基本方針」の推進 

こども政策課 
学校教育課 

芦屋市いじめ防止基本方針に基づく組織運営，事業の実
施等 

 

② ひきこもり及び不登校へのケアと支援 

ひきこもり，不登校といった社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者

に対し，社会生活を円滑に営むことができるようにするために，関係機関の施設はもと

より，当事者の住居その他の適切な場所において，必要な相談や助言，指導を行います。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

74 
適応教室「のびのび
学級」 

学校教育課 

不登校傾向の子どもたちのために設置されたスペース。
子どもたちが自分で考え，学習し，相談を受けたりしな
がら，体験を通して自分自身や対人関係に自信を持ち，
自立する力を培うことで学校へ復帰できるよう援助す
る。 

75 
保護者や教員のため
の不登校セミナー 

青少年育成課 
学校教育課 
打出教育文化センター 

不登校で悩む保護者や教員等を対象として，セミナーを
開催する。 

76 
仲間同士の支えあい
の支援 

青少年育成課 
困難な状況にある若者やその家族が交流し成長しあえ
る場のサポートをする。 

77 
子ども・若者への訪
問支援（アウトリー
チ） 

青少年育成課 
若者相談センター「アサガオ」に相談があった，ひきこ
もり状態にある子ども・若者への訪問支援（アウトリー
チ）を行う。 

★ 

★ 

★ 
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③ 障がいのある子ども・若者への特別支援 

障がいのある子ども・若者とその保護者に対しては，一人ひとりの障がいの状況に応

じた，きめ細かな支援を行っていくとともに，障がいのある子ども・若者が地域の中で

安心して生活できるよう，保健，医療，福祉，教育等の各種施策の円滑な連携により，

総合的に取り組みます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

78 
統合保育 
特別支援教育 

保育課 
学校教育課 

個別的配慮が必要な就学前の子どもが教育・保育施設を
利用できるようにし，集団生活を行うことにより，当該
子どもの健全な発達を促進する。 

79 
特別支援教育センタ
ーの相談 

学校教育課 
特別支援教育の対象となる子どもの保護者及び教員を
対象とした教育相談や指導助言等を実施する。 

80 早期療育訓練の実施 こども課 
「芦屋市立すくすく学級」において，心身の発達に支援
の必要な乳幼児に対し，通所による療育訓練を行う。 

81 
障がい児機能訓練事
業 

障害福祉課 

身体障害者手帳又は療育手帳を所持している子ども等
を対象に機能訓練事業を行う。また，療育支援相談事業
との連携により，必要に応じて学校訪問等も行い，日常
生活における指導助言を行う。 

82 療育支援相談事業 

障害福祉課 
こども課 
保育課 
健康課 
学校教育課 

継続的な個別相談及び関係機関が関っている子どもに
ついて，情報を共有し，医師等の専門職の助言を得なが
ら，必要な支援について検討する。 

83 
サポートファイルの
普及啓発 

障害福祉課 
こども課 
保育課 
健康課 
学校教育課 

保護者とともに支援者が連携を図り，途切れのない支援
を行うことができるよう，サポートファイルの普及啓発
を行い，有効活用に向けた取り組みの検討を行う。 

84 
初心者対象の「障が
い者スポーツ教室」
について 

障害福祉課 
スポーツ推進課 

障がい者スポーツのすそ野拡大のため，現在取り組んで
いる事業（障がい者とのスポーツ交流ひろば）等の充実
を図り，体力や年齢，技術，関心，個々人の適性等に応
じて楽しむことができるよう，関係機関や関係課との連
携を図る。（月１回程度実施） 

85 
障がい者スポーツ推
進組織について 

障害福祉課 
スポーツ推進課 

芦屋市障がい者スポーツ指導者協議会や関係課の連携
により，芦屋市における障がい者スポーツ推進組織づく
りを推進する。 

 

  

★ 

★ 
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④ 経済的課題への支援 

経済的な理由で進学が困難な状況にならないよう奨学金制度，学費減免制度等，経済

的に困窮した家庭環境にある子ども・若者への教育支援・生活支援を行い，子どもの貧

困問題への対応を行います。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

86 芦屋市奨学金事業 管理課 経済的に就学困難な高校生に奨学金を支給する。 

87 
要保護児童生徒就学
扶助費 

管理課 要保護児童生徒の就学に必要な経費を給付する。 

88 
義務教育児童生徒就
学援助費 

管理課 就学困難な者に就学援助金を支給する。 

89 生活保護法施行事務 生活援護課 
要保護者の生活の維持向上・自立を目指し，金銭給付を行
う。 

90 交通遺児就学激励金 こども課 
交通事故により保護者を失った交通遺児に対し，就学激励
金を支給する。 

91 自立支援給付金事業 こども課 
母子家庭の母又は父子家庭の父の就業をより効果的に促
進する。 

92 児童扶養手当 こども課 

父母の離婚等で父または母のいない児童や両親のいない
児童等，父または母と生計を共にしていない児童（１８歳
に達した最初の３月末までの児童，障がいのある場合は２
０歳）を養育している方に支給する。 

93 
母子（寡婦）・父子福
祉資金貸付金 

こども課 
ひとり親家庭の父または母及び寡婦のかたに，就学資金等
１２種類の貸付を行う。 

94 
生活困窮者自立支援
推進事業 

 地域福祉課 
事業の対象となる世帯全体を支援するため，窓口対応・相
談支援ガイドラインの作成等支援体制の構築を図る。 

 

⑤ 外国人等特に配慮が必要な子ども・若者の支援 

日本語の能力が不十分である帰国・外国人児童に対して，母語による支援，日本語指

導・学習支援を行います。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

95 
日本語指導支援ボラ
ンティア 

学校教育課 
帰国・外国人児童生徒に対して，日本語指導や
学習支援を行う。 

96 

市立学校における帰
国・外国人児童生徒
に対するきめ細かな
支援事業 

学校教育課 
センター校を設置し，支援員を配置し，放課後
等の時間帯に学習支援を行う。 

 

★ 
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重点目標３ 子ども・若者を社会全体で支えるため，寛容なまちづくりを実現する 

 
子ども・若者の成長と自立を支援するという自覚と責任を持って行動するよう，大人

自身の意識改革を進めるとともに，急激に進展する情報化社会への対応や，子ども・若

者の福祉を害する犯罪被害等の防止対策を進め，民間事業者を含む社会全体で，子ども・

若者が心豊かに成長できる環境と寛容なコミュニティづくりに取り組みます。 

 
 

（１）社会参加と居場所の充実 

子どもから大人まで気軽に利用できる居場所づくりを推進し，ボランティア活動や多

世代・地域間交流等の様々な活動の機会や情報の提供を行い，次代を担う子ども・若者

が社会性を学び，大人になるための準備ができるような取組を目指します。 

 

■ 施策 

① 社会参加の機会の拡大 

既成の事業参加型だけでなく，地域の中で安心して，子ども同士が交流を行う場とし

て，自主を重んじ，自由に活動や学習，遊びができる子どもの居場所づくりを積極的に

推進します。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

28 
トライやる・ウィー
ク（再掲） 

学校教育課 

地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地域のボランテ
ィアの協力を得て，公立中学校２年生全員が職場体験活
動，文化活動，ボランティア活動等の様々な体験活動を
行う。 

97 
芦屋三大まつりでの
交流 

市民参画課 
経済課 
公園緑地課 

「芦屋さくらまつり（４月）」・「芦屋サマーカーニバル
（７月）」（市民参画課），「あしや秋まつり（１０月）」
（経済課）の三大まつりを通じて，世代間交流を図る。 

98 市民活動フェスタ 市民参画課 
市内のＮＰＯ団体の子育て支援活動を含む活動の発表
及び市民との交流により地域での子育ての意識の向上
を図る。 

49 
放課後児童体験事業
（再掲） 

生涯学習課 
青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保するため，
各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・健康で明るく
楽しい遊びができる場を提供する。 

99 
青少年センターでの
事業 

青少年育成課 
青少年の交流を目的とした事業を夏休みや四季を通じ
て実施する。 

100 
中高生をリーダーと
するボランティア等
の活動 

青少年育成課 
中高生の自主性を尊重し，かつ，地域で次代の社会を担
う大人になるための資質を養うことができるよう，リー
ダーの育成・支援を行う。 

★ 

★ 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

101 成人式の企画･運営 青少年育成課 
新成人が成人式の企画･運営をし，大人への第一歩を踏
み出す機会を作る。 

102 
青少年リーダーの育
成 

青少年育成課 
近隣の大学生･高校生を集めて地域のイベントを行うリ
ーダーを養成し，地域社会に参加する機会を作る。 

103 
次代の親の育成のた
めの保育体験 

こども課 
子育てセンターで，夏休み等に次代の親となる中・高・
大学生に保育体験の場を提供する。 

104 
出会いサポート事業
の啓発 

地域福祉課 
青少年育成課 

兵庫県が実施する縁結びプロジェクトの広報やチラシ
の配布を通じて啓発に努める。 

 

 

 

② 気軽に集える居場所づくり 

子どもの社会性を育むためには，子どもたちが仲間や地域の人とふれあう場へ参加す

ることが大切となり，気軽に利用できる施設や事業の充実及び周知を図ります。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

105 子育て支援センター こども課 

福祉センターに子育て支援センターを開設し，子育てセ
ンター，家庭児童相談室，ファミリー・サポート・セン
ター等を１か所にまとめ，更に学齢期の居場所事業を行
い，子育て支援の拠点とする。 

106 児童センター 児童センター 
幼児の感性と体力を育て，親子の結びつきと保護者間の
交流を深めるために，小学生対象教室，映画会，人形劇
等イベント，子育て支援事業を行う。 

107 
地区集会所の有効活
用 

市民参画課 
地区集会所を地域のコミュニティ活動の場として提供
する。 

108 
その他公的施設の空
きスペースの開放 

児童センター 
教育委員会管理課 
青少年育成課 

子どもの居場所づくりを推進するため，公的施設の空き
スペースの有効活用を図る。 

109 
世代を越えて集える
遊び場 

こども課 
地域福祉課 

いつでも気軽に世代間，異年齢交流が図れるよう，世代
を越えて自由に集える場づくりを推進する。 

110 
自習室の設置 
（スタディルーム） 

児童センター 
こども課 
青少年育成課 

子どもが自由に来て学習ができるよう，自習室を開放す
る。 

111 
フリースペースの開
放 

図書館 
スポーツ推進課 

学習するだけでなく自由に憩える場を整備し，市民に開
放する。 

112 
ミュージックスタジ
オ 

こども課 いつでも集まれる音楽活動の場を提供する。 
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（２）学校園・家庭・地域の連携による子ども・若者の育成の支援 

子ども・若者の成長をまち全体で支えていくため，学校園・家庭・地域がそれぞれの

責任と役割のもとに，相互に連携・協働し，子ども・若者の教育に取り組むことが重要

です。  

そのため，連携・協働の具体的な仕組みを構築し，家庭・地域の人々が主体的に教育

活動に参画し，地域ぐるみで子ども・若者の成長と自立を支援していく体制を整備して

いきます。 

 

■ 施策 

① 有害環境対策 

有害環境から子どもたちを守るために，警察や行政，学校，地域，関係機関との連携

を強化するとともに，子ども・若者の安全確保と犯罪の被害に遭いにくいまちづくりの

ための取組を推進します。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

113 
子どもの健康を守る
環境づくり 

福祉センター 
健康課 
児童センター 
打出教育文化センター 
青少年育成課 
青少年愛護センター 
公民館 
図書館 
美術博物館 

健康増進法に基づき，多数の人が利用する施設において
受動喫煙を防止する対策が行うことが義務付けられて
いることから，子どもの健康を守るために，全市的な取
組として推進する。 

114 環境浄化活動 青少年愛護センター 
有害図書（白ポスト）の回収。書店・レンタルビデオ店・
量販店等を随時訪問し，指導を行う。 

115 

犯罪等，子どもを取り
巻く様々な危険性に
ついての教育，啓発 

青少年愛護センター 
家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図り，子どもや
保護者に対して，様々な犯罪の危険性についての教育，
啓発，情報提供等を行う。 

116 
関係機関の連携によ
る環境浄化活動 

青少年愛護センター 
青少年の健全育成のために，行政，警察，家庭，学校，
地域及び関係機関が連携を図り，地域ぐるみで環境浄化
活動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

★ 
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② 街頭巡視活動の充実による非行の早期発見・防止 

非行は，家庭，学校，地域のそれぞれが抱えている問題が複雑に絡み合って発生して

います。このため，家庭，学校，地域のより一層の緊密な連携のもとに，街頭巡視活動

等を実施し，子ども・若者が非行や犯罪に陥ることのないよう支援を行っていきます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

117 
愛護委員街頭巡視活
動 

青少年愛護センター 
芦屋市青少年育成愛護委員会に街頭巡視活動を事業委託
している。 

 

 

③ 地域で支える仕組みづくりの充実 

自治会や老人クラブ，子ども会，コミュニティ・スクールなどの地域団体と連携し，

子ども・若者の自立に向けた支援とその保護者への支援を行います。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

118 
民生委員・児童委員
による相談支援 

地域福祉課 
各地区において地域住民の生活に関する相談，支援や，
ひとり親家庭，障がい者等の福祉行政への協力を行う。 

119 
保護司会等関係団体
との連絡会 

地域福祉課 
保護司会関係団体との連携を図るために，連絡会議を行
う。 

120 
芦屋市地域福祉推進
協議会 

地域福祉課 
児童，高齢者，障がい者に関する地域での課題解決のた
め，市全体の地域発信型ネットワークの充実を目指す。 

121 
要保護児童対策地域
協議会 

こども課 

児童虐待や非行など保護を要する児童や出産前から児
童の養育に支援が必要と思われる妊婦などに関する諸
問題について，関係機関が連携して組織的に対応し，当
該児童及び妊婦の早期発見及び適切な保護を図る。 

122 
協働で課題を解決す
る取り組みの推進 

地域福祉課 
（トータルサポー
ト係） 

トータルサポートの仕組みを通じて市役所内の連携を
強化するとともに，関係機関や地域等との連携を進め，
困難な状況にある若者のニーズや課題に対して，協働し
て解決する取組を進める。 

123 自治会活動への支援  市民参画課 
自治組織の活動を支援し，地域住民の連帯意識を深め，
コミュニティの活性化を促進する。 

124 育児サポートルーム  児童センター 市内子育てグループに遊戯室を開放する。 

125 
子ども会連絡協議会
への支援 

青少年育成課 
育成指導者の研修，指導助言と助成を行う。育成者，指
導者，ジュニアリーダー研修，安全教育研修の開催を行
う。 

★ 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

126 
中高生向けの文化，
スポーツ活動  

生涯学習課 
コミスクと連携して，子どもがスポーツ・文化活動に参
加する機会を増やす。 

127 
コミュニティ・スク
ールへの支援  

生涯学習課 
学校等において地域住民がスポーツ，文化，レクリエー
ション等を通じてコミュニティを深める活動に対して，
支援する。 

49 
放課後児童体験事業
（再掲） 

生涯学習課 
青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保するため，
各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・健康で明るく
楽しい遊びができる場を提供する。 

128 地域主体の防犯活動 
防災安全課 
青少年愛護センター 

「あいさつ運動」等の事業を通して地域全体で子どもの
見守り活動，声掛けを実施し，地域の防犯機能を高める。
また，自主防犯の向上をめざし，地域（自主防犯グルー
プ），関係機関（防犯協会）が連携を図ることにより，
地域における自主防犯活動に取り組む。 

129 生活安全推進連絡会 防災安全課 
それぞれの地域の特性を踏まえた，自主的な防犯活動の
更なる活性化へ向けて，まちづくり防犯グループの認知
度を向上させる取組を進める。 

130 
地域あいさつ運動の
推進 

防災安全課 
学校教育課 
青少年愛護センター 

地域での子育て支援，見守り活動として，まちづくり防
犯グループ等の地域住民による子育て家庭や子どもへ
の声掛け，あいさつ運動を促進する。 

131 
あしや市民活動セン
ター 

市民参画課 
市民団体の協働の拠点として，子育て支援その他市民団
体の活動に関する情報交換・団体間の交流・ネットワー
ク化を支援する。 

132 
子育て支援活動のネ
ットワーク 

こども政策課 
地域における子ども・子育て対策の実施，推進に向けて，
地域の子育て関係機関のネットワーク化を図る。 

133 
青少年育成愛護委員
会及び協会の活動 

青少年愛護センター 
青少年の健全育成のために，地域における相談，見回り，
環境浄化等，様々な活動を行う。 

 

 

④ 親として，地域の大人としての学びの場の提供 

子どもたちだけでなく，同じ悩みをかかえた親同士が集まれる学びの場や，仲間や地

域の大人がふれあうことができる居場所の提供をしていきます。 

 

【個別事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 
父親の子育てに対す
る積極的参加の促進
（再掲） 

男女共同参画推進課 

こども課 

保育課 

健康課 

学校教育課 

父親が地域の行事や家庭での育児に参加できるような集

会やイベントを企画し，あらゆる機会を通じ積極的に父

親の参加を促す。 

75 
保護者や教員のため
の不登校セミナー 
（再掲） 

青少年育成課 
学校教育課 
打出教育文化センター 

不登校で悩む保護者や教員等を対象として，セミナーを
開催する。 

76 
仲間同士の支えあい
の支援（再掲） 

青少年育成課 
困難な状況にある若者やその家族が交流し成長しあえ
る場のサポートをする。 

★ 

★ 

★ 

★ 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 推進体制について 
本計画は，教育，福祉，保健，医療，労働，まちづくりなど，幅広い分野にわたる施策を

総合的かつ効果的に推進する必要があるため，行政では，「芦屋市子ども・若者計画推進本

部」による関係部局間の有機的な連携や緊密な調整を行い，全庁的な取り組みの充実を図り

ます。 

また，計画を総合的かつ効果的に推進するため，「芦屋市青少年問題協議会」による，行

政との情報交換及び情報共有を行うとともに，市及び教育委員会，関係機関への提言を行う

仕組みづくりを構築し，市民への啓発を含めて計画の推進体制を強化します。 
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２ 計画の進行管理（重点事業の設定） 

計画の適切な進行管理を行うために，重点事業について「芦屋市青少年問題協議会」を中

心に，その成果の評価・検証を行い，より効率的で効果的な施策を総合的に推進していくこ

ととします。なお，目標達成の平成 31 年度に向けて「実施」「充実」「継続」の指標を設定

して評価・検証を行います。 

また，計画の最終年度においては，市民意識調査を実施し，子ども・若者の意識（自分に

対する自信，自立していると思うか，経済的な自立への思い，相談相手の有無，外出の程度，

地域活動に参加希望，若者向けの場所の希望 など）について定点観測を行うものとします。 

 

事業名 担当課 事業内容 
平成 31年度

目標 

重点目標１ 豊かな人間力を身につけるため，子ども・若者の育ちを支援する 

（１） 社会的自立に向けた日常生活能力と学力の育成 

1 
父親の子育てに対す
る積極的参加の促進 

男女共同参画推進課 

こども課 

保育課 

健康課 

学校教育課 

父親が地域の行事や家庭での育児に参加できるよ

うな集会やイベントを企画し，あらゆる機会を通

じ積極的に父親の参加を促す。 
継続 

2 
家族の絆を深める体

験ができる場の提供 
こども課 

家族全員で参加することで家庭の大切さを考

え，家族の絆を深めることができるイベント等

を実施する。 

継続 

22 

子ども読書の街づく

り推進事業（ブックワ

ーム芦屋っ子） 

学校教育課 

読書の好きな子どもを育てるために「子ども読

書街づくり推進委員会」を設置し，学校図書館

の整備，親子読書週間，家読運動，読書フォー

ラム，図書リスト４００選・読書ノート作成な

どに取り組む。 

継続 

28 トライやる・ウィーク 学校教育課 

地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地域の

ボランティアの協力を得て，公立中学校２年生

全員が職場体験活動，文化活動，ボランティア

活動等の様々な体験活動を行う。 

継続 

32 学校の給食の充実 学校教育課 
良好な子どもの食生活を確保するため，栄養バ

ランスのとれた学校給食を提供する。 
継続 

37 情報活用能力の育成 
学校教育課 

打出教育文化センター 

必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・

創造し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝
達ができる力を育成する。 

継続 

38 情報モラルの育成 
学校教育課 

打出教育文化センター 

情報発信による影響や情報の危険性，情報モ

ラルの必要性や情報に対する責任などについ

て考えさせるとともに，約束やきまりを守り

ながら情報社会に参画しようとする態度を身

につけさせる。 

継続 

（２） 情緒豊かな人間性を育む多様な体験機会の提供 

42 
文化に関する体験学

習等の充実 
学校教育課 

学校への芸術家等派遣事業を実施する。 

本物の舞台芸術体験事業を実施する。 

学校と文化施設，芸術家等や文化団体と連携した

教育を推進する。 

子どもの文化活動を支援する人材（ボランティ

ア）リストを作成する。 

充実 
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45 
施設の有効活用と利
用促進 

スポーツ推進課 

公園緑地課 

教育委員会管理課 

施設整備と学校施設の有効活用  

総合公園の利用促進と必要な整備促進  

キャナルパークの有効活用と環境整備  

ウォーキングコースの開発と環境整備 

充実 

46 
クラブ・プログラム・

イベントの活性化 
スポーツ推進課 

スポーツクラブ２１の育成  

ライフステージに応じたプログラムの開発と提

供 

スポーツ実施機会の向上  

スポーツ交流による多文化共生の実現  

市民スポーツ団体や指導者をつなぐネットワー

クづくり  

公共施設利用のネットワーク化  

スポーツＮＰＯの育成 

継続 

49 放課後児童体験事業 
生涯学習課 

青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保す

るため，各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・

健康で明るく楽しい仲間づくりができる場を提

供する。 

実施 

重点目標２ 困難を有する子ども・若者やその家族を支援する 

（１） 困難を有する子ども・若者の包括的な支援 

61 
進路管理事業（進路追

跡調査） 
未 定 

中学を卒業した者を対象に中途退学者が抱える

課題を調査する。 
実施 

62 
若者相談センター「ア

サガオ」の周知 
青少年育成課 

社会生活を円滑に営む上で，ひきこもり等の困難

を有する若者の自立及び社会参加を支援する若

者相談窓口として若者相談センター「アサガオ」

の周知を行う。 

充実 

63 
若者相談センター「ア

サガオ」の充実 
青少年育成課 

社会生活を円滑に営む上で，ひきこもり等の困難

を有する若者の自立及び社会参加を支援するた

めの若者相談窓口を充実する。 

充実 

64 

地域における子ども・ 

若者支援のネットの

構築 

青少年育成課 

若年無業者（ニート）やひきこもり等困難を

有する若者への支援を行うため，若者相談セ

ンター「アサガオ」を拠点とした地域ネット

ワークづくりの推進を図る。 

充実 

（２） 子ども・若者にとって個別的な課題への支援 

75 
保護者や教員のため
の不登校セミナー 

青少年育成課 

学校教育課 
打出教育文化センター 

不登校で悩む保護者や教員等を対象として，セミ
ナーを開催する。 

実施 

76 
仲間同士の支えあい
の支援 

青少年育成課 
困難な状況にある若者やその家族が交流し成長
しあえる場のサポートをする。 

実施 

77 
子ども・若者への訪問

支援（アウトリーチ） 
青少年育成課 

若者相談センター「アサガオ」に相談があった，

ひきこもり状態にある子ども・若者への訪問支援
（アウトリーチ）を行う。 

実施 

78 
統合保育 

特別支援教育 

学校教育課 

保育課 

個別的配慮が必要な就学前の子どもが教育・保育

施設を利用できるようにし，集団生活を行うこと

により，当該子どもの健全な発達を促進する。 

継続 

79 
特別支援教育センタ
ーの相談 

学校教育課 

特別支援教育の対象となる子どもの保護者及び

教員を対象とした教育相談や指導助言等を実施

する。 

継続 
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94 
生活困窮者自立支援

推進事業 
 地域福祉課 

事業の対象となる世帯全体を支援するため，窓口

対応・相談支援ガイドラインの作成等支援体制の

構築を図る。 

実施 

重点目標３ 子ども・若者を社会全体で支えるため，寛容なまちづくりを実現する 

（１） 社会参加と居場所の充実 

28 
トライやる・ウィーク
（再掲） 

学校教育課 

地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地域のボ
ランティアの協力を得て，公立中学校２年生全員
が職場体験活動，文化活動，ボランティア活動等

の様々な体験活動を行う。 

継続 

49 
放課後児童体験事業 

（再掲） 

生涯学習課 

青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保す

るため，各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・

健康で明るく楽しい仲間づくりができる場を提

供する。 

実施 

（２） 学校園・家庭・地域の連携による子ども・若者の育成の支援 

1 

父親の子育てに対す
る積極的参加の促進 
（再掲） 

男女共同参画推進課

こども課 

保育課 

健康課 

学校教育課 

父親が地域の行事や家庭での育児に参加できる

ような集会やイベントを企画し，あらゆる機会

を通じ積極的に父親の参加を促す。 
継続 

49 
放課後児童体験事業

（再掲） 

生涯学習課 

青少年育成課 

放課後等の子どもたちの安全な居場所を確保す

るため，各小学校の敷地内で，児童が安全・安心・

健康で明るく楽しい仲間づくりができる場を提

供する。 

実施 

75 
保護者や教員のため
の不登校セミナー 
（再掲） 

青少年育成課 

学校教育課 
打出教育文化センター 

不登校で悩む保護者や教員等を対象として，セミ

ナーを開催する。 
継続 

76 
仲間同士の支えあい

の支援（再掲） 
青少年育成課 

困難な状況にある若者やその家族が交流し成長

しあえる場のサポートをする。 
継続 

115 

犯罪等，子どもを取り

巻く様々な危険性に

ついての教育，啓発 

青少年愛護センター 

家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図り，子

どもや保護者に対して，様々な犯罪の危険性につ

いての教育，啓発，情報提供等を行う。 

継続 

121 
要保護児童対策地域

協議会 
こども課 

児童虐待や非行など保護を要する児童や出産前

から児童の養育に支援が必要と思われる妊婦な

どに関する諸問題について，関係機関が連携して

組織的に対応し，当該児童及び妊婦の早期発見及

び適切な保護を図る。 

継続 
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１ 計画策定の経過 

 

開催（実施）日 開催（実施）事項 内        容 

６月 ２日 

～   

６月１６日 

市民アンケート調査実施 

・芦屋市内在住の１５歳（義務教育終了後）から３９

歳までの若者 

・上記調査対象者のうち,無作為により抽出した５,０

００人 

７月３１日 第１回青少年問題協議会 
・子ども・若者計画について 

・アンケート調査速報結果報告について 

９月１０日 

～   

９月２６日 

ヒアリング・ワークショップ 

・若者調査シート（中学生・高校生・大学生アンケー

ト調査） 

・関係機関・相談機関ヒアリング 

・若者ワークショップ 

１０月  ８日 第２回青少年問題協議会 

・子ども・若者計画の骨子案について 

・若者調査シート・関係機関・相談機関ヒアリングの

報告について 

・アンケート調査の分析について 

１０月２３日 第３回青少年問題協議会 
・子ども・若者計画の骨子案について 

・アンケート調査の分析について 

１１月 ４日 第４回青少年問題協議会 ・子ども・若者計画の素案について 

１１月１２日 第１回推進本部幹事会 ・子ども・若者計画の素案について 

１１月１９日 第１回推進本部会 ・計画原案（中間まとめ）について 

１１月２１日 教育委員会 ・計画原案（中間まとめ）の報告 

１２月 ３日 市議会（民生文教常任委員会） ・計画原案（中間まとめ）の報告 

１２月２５日 

 ～   

１月２４日 

パブリックコメントの実施 
・計画原案（中間まとめ）を公表し，市民の意見を聴

取 

  ２月１３日 第５回青少年問題協議会 ・計画原案の策定 

２月１７日 

２月２４日 

第２回推進本部幹事会 

第２回推進本部会 
・計画原案の報告，計画（案）について 

３月 ６日 教育委員会 ・計画の承認 

３月 ９日 市議会（民生文教常任委員会） ・計画の報告 
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２ 芦屋市青少年問題協議会条例 

昭和３６年７月３１日 

条例第２０号 

改正 平成１９年３月２０日条例第１４号 

平成２６年３月２４日条例第６号 

（設置） 

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に基づき，芦

屋市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（平１９条例１４・平２６条例６・一部改正） 

（組織） 

第２条 協議会は，委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者の中から市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 青少年関係団体の代表者 

(3) 市民 

(4) 関係行政機関の職員 

（平１９条例１４・平２６条例６・一部改正） 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とし，補欠の委員は，前任者の残任期間とする。ただし，再任

を妨げない。 

（平１９条例１４・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職

務を代理する。 

（平２６条例６・全改） 
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（招集） 

第５条 協議会は，会長が招集する。 

（定足数及び表決） 

第６条 協議会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところ

による。 

（補則） 

第７条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会

に諮つて定める。 

（平２６条例６・全改） 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２０日条例第１４号） 

この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２４日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦屋市青少年問題協議会条例（以下

「旧条例」という。）第２条第２項の規定により委嘱又は任命されている委員の任期は，

平成２７年８月３１日までとする。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２７年８月３１日までの間

に，新たに委嘱又は任命される委員の任期は，この条例による改正後の芦屋市青少年問

題協議会条例（以下「新条例」という。）第３条の規定にかかわらず，同日までとする。 

４ 新条例第４条第２項の規定は，施行日以後の新たな会長の選任について適用する。 

（芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年芦

屋市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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３ 芦屋市青少年問題協議会委員名簿 

 

（平成 26年 7月 1日から平成 27年 8月 31日まで） 

 
氏 名 所 属 等 

学識経験者 

（ 会 長 ） 

廣木 克行 
神戸大学名誉教授 

（ 副会長 ） 

新井野 久男 

芦屋大学准教授 

芦屋市立青少年愛護センター運営連絡会委員長 

市議会議員 重村 啓二郎 芦屋市議会民生文教常任委員会委員長 

青少年関係団体の代表者 

曽和 義雄 芦屋市保護司会会長 

守上 三奈子   芦屋市子ども会連絡協議会会長 

近藤 誠人 芦屋市ＰＴＡ協議会会長 

中田 伊都子 芦屋市民生児童委員協議会主任児童委員 

大塚 圭子 芦屋市青少年育成愛護委員会会長 

市民委員 星野 典子 市民公募委員 

関係行政機関の職員 

小牧 直文 芦屋警察署生活安全課長 

大久保 文昭 芦屋市立山手中学校校長 

中村 尚代 芦屋市教育委員会社会教育部長 
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４ 芦屋市子ども・若者計画推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 芦屋市子ども・若者計画を策定し，計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため，芦屋

市子ども・若者計画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は，次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 子ども・若者計画の策定及び計画の総合的な推進に関すること。 

(2) 子ども・若者計画に関する関係部局の総合調整に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，目的を達成するための必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は，市長をもって充て，副本部長は，副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 本部員は，別表第１に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部長は，会務を総理し，推進本部を代表する。 

３ 本部長に事故あるとき，又は本部長が欠けたときは，あらかじめ本部長が指名する副本部長がそ

の職務を代理する。 

（幹事会） 

第５条 推進本部は，その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために，幹事会を置く。 

２ 幹事会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は，社会教育部長をもって充て，副委員長は，社会教育部青少年育成課長をもって充てる。 

４ 委員長は，幹事会を代表する。 

５ 委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，副委員長がその職務を代理する。 

６ 委員は，別表第２に掲げる者をもって充てる。 

７ 委員長が必要と認めるときは，幹事会に委員以外の者の出席を求め，意見若しくは説明を求め，

又は資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 

第６条 幹事会には，必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は，社会教育部長が指名する。 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は，子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）に関する事務

を所管する課において行う。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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附 則 

この要綱は，平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年１月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

技監 

企画部長 

総務部長 

総務部参事（財務担当部長） 

市民生活部長 

福祉部長 

こども・健康部長 

都市建設部長 

市立芦屋病院事務局長 

教育委員会管理部長 

教育委員会学校教育部長 

教育委員会社会教育部長 
 

別表第２（第５条関係） 

企画部企画課長 

総務部文書統計課長 

総務部財政課長 

市民生活部男女共同参画推進課長 

市民生活部経済課長 

市民生活部児童センター所長 

福祉部地域福祉課長 

福祉部主幹（トータルサポート担当課長） 

福祉部福祉センター長 

福祉部生活援護課長 

福祉部障害福祉課長 

こども・健康部こども政策課長 

こども・健康部こども課長 

こども・健康部健康課長 

都市建設部公園緑地課長 

市立芦屋病院事務局総務課長 

教育委員会管理部管理課長 

教育委員会学校教育部学校教育課長 

教育委員会社会教育部生涯学習課長 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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５ 子ども・若者に関する相談機関 

 

若者相談センター「アサガオ」 

■ 事業内容 

社会生活を円滑に営む上で，ひきこもり等の困難を有する若者の自立及び社会参加を支援

するための若者相談窓口を実施します。 
 

■ 相談対象者 

原則市内在住のおおむね義務教育終了後から 30 歳代までの若者及びその家族。 
 

■ 電話相談 

月曜日，水曜日，土曜日の 10 時から正午及び 13 時から 16 時。 

また，国民の祝日に関する法律に規定する休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日までは相談

業務は実施しません。  0797-22-5115 

 

名 称 ・ 内 容 問い合わせ先等 電話番号 電話相談日時 

福祉の総合相談 福祉センター総合相談窓口 31-0681 
月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：30 

家庭児童相談 

家庭児童相談室 

相談直通ダイヤル（はぐくみ） 

31-0643 

38-8993 

月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：30 

子育てテレフォンハッピート

ーク 
0798-45-5535 上記以外の日時 

子育て相談 
子育てセンター 

子育てホットライン 

31-8006 

31-0611 

月～土曜日(祝日除く) 

9：00～17：30 

子どもの日常生活の中で

気になること，不安なこ

と，心配なこと等について

の相談 

カウンセリングセンター 

（打出教育文化センター内） 
23-5998 

月・水・金曜日(祝日除く) 

10：00～16：00 

障がい等により特別な支

援が必要な子どもへの対

応等についての相談 

特別支援教育センター 

学校教育課 

31-0654 

38-2087 

月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：00 

不登校に関する教育相談 
適応教室 

（打出教育文化センター内） 
23-8567 

月～金曜日(祝・休日除く) 

10：00～17：00 

教育相談 打出教育文化センター 38-7130 
月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：00 

教育１１０番 学校教育課内 22-0110 
月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：30 

いじめ，不登校，進路・学

習，友人，異性問題等に関

する相談 

青少年愛護センター 31-8229 
月～金曜日(祝・休日除く) 

9：00～17：30 
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